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(57)【要約】
【課題】ドアトリム本体にオーナメント部材を突き合わ
せて連結する場合の組付作業性を改善するとともに形状
設計等の設計の自由度を向上させる。
【解決手段】オーナメント部材１４に段差３２が設けら
れ、その段差３２に連続して係止突起３４が設けられて
いる一方、ドアトリム本体１２には、係止突起３４が弾
性変形しつつ挿通させられるとともに弾性復帰により抜
止め用凸部４６が係止される係止穴４４が設けられてい
るため、オーナメント部材１４を白抜き矢印で示すよう
に突合せ方向へ接近させ、係止突起３４を係止穴４４内
に挿通させるだけで組付を行うことができる。車両前後
方向や上下方向の両端部に立設部２２および側壁部３０
を有する場合、その両端部においてそれぞれ係止突起３
４と係止穴４４との係止により一体的に連結でき、位置
決め性を損なうことなく容易且つ迅速に組付作業を行う
ことができるとともに、形状設計等の設計の自由度が向
上する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１部材に設けられた板状の側壁部と、第２部材に設けられた板状の立設部とを、それ
等の表面側が略面一になるように突き合わせて一体的に連結する車両用内装部品の連結構
造であって、
　前記第１部材および前記第２部材の何れか一方の部材の突合せ部分には、裏面側へ凹む
ように段差が設けられているとともに、該段差に連続して前記突き合わせる際の突合せ方
向であって該第１部材および該第２部材の他方の部材側へ向かって突き出す係止突起が設
けられている一方、
　該他方の部材の裏面側には、前記一方の部材に対して前記突合せ方向へ相対的に接近さ
せられる際に前記係止突起と弾性的に係止させられ、該係止突起が抜け出すことを阻止し
て該一方の部材と該他方の部材とを一体的に連結する被係止部が設けられている
　ことを特徴とする車両用内装部品の連結構造。
【請求項２】
　前記段差は、断面がクランク状を成すように折れ曲がった形状を成していて、裏面側へ
曲げられた段部と、該段部の先端から前記突合せ方向であって前記他方の部材側へ向かっ
て延び出す延出部とを有し、該段部に前記他方の部材が突き合わされるとともに、該延出
部の先端に前記係止突起が設けられている一方、
　前記段差が設けられた前記一方の部材の表面には表皮材が固着されているとともに、該
表皮材の端末は前記段差に沿って前記他方の部材の裏面側に達している
　ことを特徴とする請求項１に記載の車両用内装部品の連結構造。
【請求項３】
　前記他方の部材の裏面には、前記延出部が挿入される位置決め溝を形成するように断面
がＬ字形状を成すガイド部が設けられているとともに、該ガイド部のうち該位置決め溝の
底部を構成する部分には、前記係止突起が挿通させられる係止穴が前記被係止部として形
成されている一方、
　前記係止突起には抜止め用凸部が設けられており、該係止突起自身の弾性変形で該抜止
め用凸部が前記係止穴を通過し、弾性的に復帰して該抜止め用凸部が該係止穴の周縁部に
係止されることにより、該係止突起の抜け出しが阻止される
　ことを特徴とする請求項２に記載の車両用内装部品の連結構造。
【請求項４】
　前記他方の部材の突合せ部分には、裏面側へ曲げられた第２の段差が設けられていると
ともに、該第２の段差に連続して前記係止突起と反対方向へ突き出す位置決め突起が設け
られている一方、
　前記一方の部材の前記段差には、前記他方の部材に対して前記突合せ方向へ相対的に接
近させられる際に前記位置決め突起と係合させられる係合穴が設けられている
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の車両用内装部品の連結構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は車両用内装部品の連結構造に係り、特に、２つの部材を突き合わせて連結する
場合に容易且つ迅速に組付作業を行うことができるとともに形状設計等の設計の自由度に
優れた連結構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　第１部材に設けられた板状の側壁部と、第２部材に設けられた板状の立設部とを、それ
等の表面側が略面一になるように突き合わせて一体的に連結する車両用内装部品の連結構
造が、車両用ドアトリム等に採用されている。特許文献１に記載の車両用ドアトリムはそ
の一例で、図４に示すようにドアパネル１００に一体的に固定される外周フランジ本体１
０２が第２部材で立設部１０４を一体に備えている一方、トリム本体１１０が第１部材で
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側壁部（特許文献１では延設部）１１２を一体に備えている。そして、上記立設部１０４
の突合せ部分には、裏面側へ凹むように斜めに傾斜した段差１０６が設けられているとと
もに、その段差１０６に連続して係止部１０８が設けられている一方、側壁部１１２の裏
面には略垂直に突き出す係止ピン１１４が立設されており、係止部１０８に形成された貫
通穴内を係止ピン１１４が挿通させられ、且つ、その先端部が超音波カシメ等によってカ
シメ加工されることにより、離脱不能に一体的に連結されるようになっている。
【特許文献１】特開平１１－１３９２３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このような従来の連結構造においては、係止ピン１１４が側壁部１１２
に対して略垂直に立設されているため、その組付けに際しては、係止ピン１１４の長さ寸
法だけ側方（図４の右方向）へずらしてから接近させることにより、その係止ピン１１４
を係止部１０８の貫通穴内に挿入する必要があるとともに、溶着ホーンの角度をトリム本
体１１０の一般平面部に垂直な方向に対して傾斜させてカシメ加工する必要があるため、
必ずしも組付作業性が良くない。さらに、例えば図４においてトリム本体１１０の左端部
にも側壁部１１２を有して共通の外周フランジ本体１０２に連結する場合には、両側の側
壁部１１２の係止ピン１１４を、トリム本体１１０側へ開口するように係止部１０８に設
けた切欠穴にそれぞれ嵌合させることが考えられるが、この場合、組付方向とカシメ方向
が略９０°異なって、外周フランジ本体１０２に対するトリム本体１１０の位置決め性が
悪くなるため、組付作業性が低下するとともに、形状設計等の設計の自由度が制約される
という問題があった。
【０００４】
　本発明は以上の事情を背景として為されたもので、その目的とするところは、２つの部
材を突き合わせて連結する場合の組付作業性を改善するとともに形状設計等の設計の自由
度を向上させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　かかる目的を達成するために、第１発明は、第１部材に設けられた板状の側壁部と、第
２部材に設けられた板状の立設部とを、それ等の表面側が略面一になるように突き合わせ
て一体的に連結する車両用内装部品の連結構造であって、(a) 前記第１部材および前記第
２部材の何れか一方の部材の突合せ部分には、裏面側へ凹むように段差が設けられている
とともに、その段差に連続して前記突き合わせる際の突合せ方向であってその第１部材お
よび第２部材の他方の部材側へ向かって突き出す係止突起が設けられている一方、(b) そ
の他方の部材の裏面側には、前記一方の部材に対して前記突合せ方向へ相対的に接近させ
られる際に前記係止突起と弾性的に係止させられ、その係止突起が抜け出すことを阻止し
てその一方の部材と他方の部材とを一体的に連結する被係止部が設けられていることを特
徴とする。
【０００６】
　第２発明は、第１発明の車両用内装部品の連結構造において、(a) 前記段差は、断面が
クランク状を成すように折れ曲がった形状を成していて、裏面側へ曲げられた段部と、そ
の段部の先端から前記突合せ方向であって前記他方の部材側へ向かって延び出す延出部と
を有し、その段部に前記他方の部材が突き合わされるとともに、その延出部の先端に前記
係止突起が設けられている一方、(b) 前記段差が設けられた前記一方の部材の表面には表
皮材が固着されているとともに、その表皮材の端末は前記段差に沿って前記他方の部材の
裏面側に達していることを特徴とする。
【０００７】
　第３発明は、第２発明の車両用内装部品の連結構造において、(a) 前記他方の部材の裏
面には、前記延出部が挿入される位置決め溝を形成するように断面がＬ字形状を成すガイ
ド部が設けられているとともに、そのガイド部のうちその位置決め溝の底部を構成する部
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分には、前記係止突起が挿通させられる係止穴が前記被係止部として形成されている一方
、(b) 前記係止突起には抜止め用凸部が設けられており、その係止突起自身の弾性変形で
その抜止め用凸部が前記係止穴を通過し、弾性的に復帰してその抜止め用凸部がその係止
穴の周縁部に係止されることにより、その係止突起の抜け出しが阻止されることを特徴と
する。
【０００８】
　第４発明は、第１発明または第２発明の車両用内装部品の連結構造において、(a) 前記
他方の部材の突合せ部分には、裏面側へ曲げられた第２の段差が設けられているとともに
、その第２の段差に連続して前記係止突起と反対方向へ突き出す位置決め突起が設けられ
ている一方、(b) 前記一方の部材の前記段差には、前記他方の部材に対して前記突合せ方
向へ相対的に接近させられる際に前記位置決め突起と係合させられる係合穴が設けられて
いることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　このような車両用内装部品の連結構造においては、第１部材および第２部材の一方の部
材に段差が設けられ、その段差に連続して突合せ方向へ突き出す係止突起が設けられてい
る一方、他方の部材の裏面側には一方の部材に対して突合せ方向へ相対的に接近させられ
る際に上記係止突起と弾性的に係止させられて抜け出しを阻止する被係止部が設けられて
いるため、それ等の第１部材および第２部材を組み付ける際には両者を相対的に突合せ方
向へ接近させるだけで良く、容易且つ迅速に組付作業を行うことができる。また、例えば
車両前後方向や上下方向の両端部に側壁部および立設部を有する場合にも、その両端部に
おいてそれぞれ係止突起および被係止部により一体的に連結することが可能で、位置決め
性を損なうことなく容易且つ迅速に組付作業を行うことができるとともに、形状設計等の
設計の自由度が向上する。
【００１０】
　第２発明では、断面がクランク状を成すように折れ曲がった形状を成していて、裏面側
へ曲げられた段部と、その段部の先端から突合せ方向へ延び出す延出部とを有する段差が
設けられており、その段差が設けられた一方の部材の表面に固着された表皮材の端末は段
差に沿って他方の部材の裏面側に達しているため、その端末部の巻き込み処理や木目込み
処理が不要で、吹き流し風の高い意匠性を有する内装部品が安価に得られる。吹き流し風
の意匠については、例えば特開２０００－３４３９４７号公報に記載されている。
【００１１】
　第３発明では、他方の部材の裏面にガイド部が設けられ、そのガイド部によって形成さ
れる位置決め溝内に前記延出部が挿入されることにより、第１部材の側壁部と第２部材の
立設部とが突き合わされるように高い位置精度で組み付けられるとともに、ガイド部に設
けられた係止穴内を係止突起が挿通させられ、その係止突起に設けられた抜止め用凸部が
係止穴の周縁部に弾性的に係止されることにより、その係止突起の抜け出しが良好に阻止
されて第１部材と第２部材とが一体的に連結される。
【００１２】
　第４発明では、他方の部材の突合せ部分に第２の段差が設けられるとともに、その第２
の段差に連続して位置決め突起が設けられ、一方の部材の段差に形成された係合穴にその
位置決め突起が係合させられることにより、前記係止突起と被係止部とが係止されること
と相まって、第１部材の側壁部と第２部材の立設部とが高い位置精度で突き合わされるよ
うに両部材が組み付けられるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の車両用内装部品の連結構造は、例えば車両用ドアトリムの外周フランジを有す
るドアトリム本体（第２部材）に対して所定のオーナメント部材（第１部材）を一体的に
組み付けるための連結構造に好適に適用されるが、オーナメント部材以外の部材をドアト
リム本体に組み付ける場合や、インストルメントパネル等のドアトリム以外の部材にオー
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ナメント部材等を組み付ける場合など、種々の車両用内装部品の連結構造に適用され得る
。
【００１４】
　係止突起が設けられる一方の部材は、第１部材であっても良いし第２部材であっても良
く、第１部材に係止突起が設けられる場合は、他方の部材である第２部材に被係止部が設
けられ、第２部材に係止突起が設けられる場合は、他方の部材である第１部材に被係止部
が設けられる。一方の部材に設けられる段差は、例えば第２発明のようにクランク状を成
すように設けられるが、前記図４の段差１０６のように裏面側へ凹むように斜めに傾斜し
た傾斜面、或いは略直角に凹んだ垂直面であっても良いなど、種々の態様が可能である。
【００１５】
　突合せ方向は、第１部材の側壁部と第２部材の立設部とを互いに突き合わせる方向で、
第１部材については側壁部を立設部に突き合わせるための方向で、第２部材については立
設部を側壁部に突き合わせるための方向であり、互いに反対向きになる。
【００１６】
　上記突合せ方向へ突き出す係止突起には、例えば第３発明のように抜止め用凸部が一体
に設けられ、他方の部材に設けられた係止穴等の被係止部に弾性的に係止されて抜止めさ
れるが、Ｖ字状或いはＵ字状等に回曲した係止部を先端に有し、被係止部に抜け出し不能
に係止されるようになっていても良い。被係止部は、必ずしも係止穴である必要はなく、
一部が外部に開口しているスリットや切欠などでも良いし、上記抜止め用凸部等の係止部
が係止される溝や突起、段差などでも良い。この被係止部が弾性変形させられることによ
り、係止突起の抜止め用凸部等が抜け出し不能にその被係止部に係止されるようになって
いても良い。
【００１７】
　第１部材および第２部材は、例えば前記係止突起や被係止部などを含めて合成樹脂材料
にて一体に構成されるが、弾性変形可能な金属製の係止突起や被係止部をインサート成形
などで合成樹脂製の第１部材や第２部材に一体的に埋設して設けるようにしても良いなど
、種々の態様が可能である。必要に応じて設けられる表皮材としては、軟質の合成樹脂材
料や織布、不織布など種々の材料を採用できる。この表皮材は、第１部材や第２部材を射
出成形等により成形する際に、その成形型内に予め表皮材を設けておくことにより、それ
等の部材の成形と同時に表皮材を成形して一体的に固着することができるが、第１部材や
第２部材を射出成形等により成形した後に、別工程でそれ等の部材の表面に接着剤を塗布
して表皮材を真空成形やプレス圧着等により一体的に固着しても良い。
【実施例】
【００１８】
　以下、本発明の実施例を、図面を参照しつつ詳細に説明する。
　図１は、車両用内装部品である車両用ドアトリム１０の外周部に設けられた連結構造を
示す図で、(a) は外周縁に対して略垂直な方向に短冊状に切り出した斜視図で、(b) は(a
) におけるIB－IB断面図、すなわち係止突起３４部分で切断した断面図である。この車両
用ドアトリム１０は、ドアトリム本体１２にオーナメント部材１４が一体的に組み付けら
れたもので、ドアトリム本体１２は、比較的剛性の高い合成樹脂材料にて構成されている
とともに、ドアパネル１６に一体的に固設される外周フランジ２０と、その外周フランジ
２０に対して略９０°の角度でドアパネル１６から離間する方向へ立ち上がる板状の立設
部２２とを一体に備えている。また、オーナメント部材１４は、比較的剛性の高い合成樹
脂製の基材２４に表皮材２６が一体的に貼り着けられたもので、ドアパネル１６と略平行
な平坦部２８と、その平坦部２８の外周縁に沿って設けられるとともに略９０°の角度で
ドアパネル１６側へ曲げられた板状の側壁部３０とを一体に備えている。表皮材２６は軟
質の合成樹脂材料にて構成されており、射出成形等により予め一体成形された基材２４の
表面に接着剤を塗布して真空成形やプレス圧着により一体的に固着されている。本実施例
ではドアトリム本体１２が第２部材で他方の部材に相当し、オーナメント部材１４が第１
部材で一方の部材に相当する。
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【００１９】
　上記ドアトリム本体１２およびオーナメント部材１４は、立設部２２および側壁部３０
の表面側が略面一になるように突き合わされた状態で一体的に連結されるようになってい
る。図２は、オーナメント部材１４がドアトリム本体１２に組み付けられる前の状態を示
す斜視図で、オーナメント部材１４の側壁部３０の先端には、裏面側へ凹むように段差３
２が設けられ、その段差３２に連続して突合せ方向、すなわち図２の上下方向であって、
ドアトリム本体１２が配置された下方側へ突き出すように係止突起３４が設けられている
。段差３２は、断面がクランク状を成すように折れ曲がった形状を成しており、裏面側へ
曲げられた段部３６と、その段部３６の先端から突合せ方向であってドアトリム本体１２
側、すなわち図２の下方側へ向かって延び出す延出部３８とを有し、段部３６にドアトリ
ム本体１２の立設部２２の先端２２ａが当接させられるとともに、延出部３８の先端に前
記係止突起３４が設けられている。なお、前記表皮材２６は、段差３２に沿ってクランク
状に貼り着けられ、その端末は延出部３８の中間位置乃至は先端近傍まで達している。
【００２０】
　一方、ドアトリム本体１２の立設部２２の裏面には、前記延出部３８が挿入される位置
決め溝４０を形成するように断面がＬ字形状を成すガイド部４２が一体に設けられている
とともに、そのガイド部４２のうち位置決め溝４０の底部を構成する部分には、前記係止
突起３４が挿通させられる係止穴４４が被係止部として形成されている。係止突起３４に
は抜止め用凸部４６が一体に設けられており、図２に白抜き矢印で示すように係止突起３
４が位置決め溝４０から係止穴４４内に挿入され、その係止突起３４自身の弾性変形で抜
止め用凸部４６が係止穴４４を通過させられるとともに、弾性的に復帰して図１に示すよ
うに抜止め用凸部４６が係止穴４４の周縁部に係止されることにより、その係止突起３４
が係止穴４４から上方へ抜け出すことが阻止され、オーナメント部材１４がドアトリム本
体１２に対して離脱不能に一体的に組み付けられる。ガイド部４２には、補強用のリブ４
８が設けられている。
【００２１】
　このような車両用ドアトリム１０の連結構造においては、オーナメント部材１４に段差
３２が設けられ、その段差３２に連続して突合せ方向へ突き出す係止突起３４が設けられ
ている一方、ドアトリム本体１２の裏面には、オーナメント部材１４に対して突合せ方向
へ相対的に接近させられる際に上記係止突起３４が弾性変形しつつ挿通させられるととも
に、弾性復帰により抜止め用凸部４６が係止される係止穴４４が設けられているため、そ
のオーナメント部材１４をドアトリム本体１２に組み付ける際には、そのオーナメント部
材１４を図２に白抜き矢印で示すように突合せ方向へ接近させ、係止突起３４を係止穴４
４内に挿通させるだけで良く、容易且つ迅速に組付作業を行うことができる。また、例え
ば車両前後方向や上下方向の両端部に立設部２２および側壁部３０を有する場合にも、そ
の両端部においてそれぞれ係止突起３４と係止穴４４との係止により一体的に連結するこ
とが可能で、位置決め性を損なうことなく容易且つ迅速に組付作業を行うことができると
ともに、形状設計等の設計の自由度が向上する。
【００２２】
　また、本実施例のオーナメント部材１４に設けられた段差３２は、断面がクランク状を
成すように折れ曲がった形状を成していて、裏面側へ曲げられた段部３６と、その段部３
６の先端から突合せ方向へ延び出す延出部３８とを有する一方、オーナメント部材１４の
表面に固着された表皮材２６の端末は延出部３８の中間位置に達しているため、その端末
部の巻き込み処理や木目込み処理が不要であるとともに、ドアトリム本体１２の立設部２
２の先端２２ａが段部３６の表皮材２６に当接したときに表皮材２６が押されて浮き上が
ったりすることも確実に抑制され、吹き流し風の高い意匠性を有する車両用ドアトリム１
０が安価に得られる。
【００２３】
　また、本実施例では、ドアトリム本体１２の立設部２２の裏面にガイド部４２が一体に
設けられ、そのガイド部４２によって形成される位置決め溝４０内に前記延出部３８が挿
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入されることにより、オーナメント部材１４の側壁部３０とドアトリム本体１２の立設部
２２とが突き合わされるように高い位置精度で組み付けられるとともに、ガイド部４２に
設けられた係止穴４４内を係止突起３４が挿通させられ、その係止突起３４に設けられた
抜止め用凸部４６が係止穴４４の周縁部に弾性的に係止されることにより、その係止突起
３４の抜け出しが良好に阻止されてオーナメント部材１４がドアトリム本体１２に対して
離脱不能に一体的に組み付けられる。
【００２４】
　また、本実施例では、表皮材２６の端末が延出部３８の中間位置に達するようにオーナ
メント部材１４の表面に固着されていたが、表皮材２６の端末は必ずしも延出部３８の中
間位置に達している必要はなく、少なくとも段部３６に沿ってドアトリム本体１２の立設
部２２の先端２２ａの裏面側に達していれば良い。この場合、本実施例に比べて表皮材２
６の面積が減少させられるため、表皮材２６の歩留りが向上して車両用ドアトリム１０の
製造コストが低く抑えられる。
【００２５】
　なお、上記実施例ではオーナメント部材１４に係止突起３４が設けられ、ドアトリム本
体１２に被係止部として係止穴４４が設けられていたが、図３に示すようにドアトリム本
体１２の立設部２２の先端に裏面側へクランク状に曲げられた段差６０を一体に設けると
ともに、その段差６０の先端に突合せ方向であってオーナメント部材１４側、すなわち図
３の上方に向かって突き出す係止突起６２を設ける一方、オーナメント部材１４の側壁部
３０の裏面に平坦部２８と略平行に突き出すフランジ６４を設けるとともに、そのフラン
ジ６４に被係止部として係止穴６６を設け、係止突起６２に設けられた抜止め用凸部６８
がその係止穴６６に弾性的に係止されるようにしても良い。この場合は、ドアトリム本体
１２が一方の部材で、オーナメント部材１４が他方の部材に相当する。
【００２６】
　図３ではまた、オーナメント部材１４の側壁部３０の先端にも、裏面側へ略直角に曲げ
られた第２の段差７０が一体に設けられており、その第２の段差７０と前記段差６０の段
部７２とが突き合わされる一方、その第２の段差７０に連続して前記係止突起６２と反対
方向へ突き出す位置決め突起７４が設けられているとともに、段差６０の段部７２には、
突合せ方向へ相対的に接近させられる際に上記位置決め突起７４が挿通させられる係合穴
７６が設けられており、それ等の位置決め突起７４と係合穴７６とが係合させられること
により、前記係止突起６２と係止穴６６とが係止されることと相まって、オーナメント部
材１４の側壁部３０とドアトリム本体１２の立設部２２とが高い位置精度で突き合わされ
るように両者が組み付けられる。
【００２７】
　以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、これ等はあくまでも一実施
形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種々の変更，改良を加えた態様で実施する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明が車両用ドアトリムに適用された場合の一実施例を説明する図で、(a) は
外周縁に対して略垂直に短冊状に切り出した斜視図、(b) は(a) におけるIB－IB断面図で
ある。
【図２】図１の車両用ドアトリムのオーナメント部材をドアトリム本体に組み付ける前の
状態を示す斜視図である。
【図３】本発明の他の実施例を説明する図で、図１の(b) に対応する断面図である。
【図４】従来の車両用ドアトリムの連結構造の一例を示す断面図である。
【符号の説明】
【００２９】
　１０：車両用ドアトリム（車両用内装部品）　　１２：ドアトリム本体（第２部材）　
　１４：オーナメント部材（第１部材）　　２２：立設部　　２６：表皮材　　３０：側
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壁部　　３２、６０：段差　　３４、６２：係止突起　　４４、６６：係止穴（被係止部
）　　４６、６８：抜止め用凸部

【図１】 【図２】
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